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�愛媛県告示第９０９号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２３年７月１９日から８月１日まで

�������
�愛媛県告示第９１０号
次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、当

該宅地建物取引業者は、愛媛県土木部道路都市局建築住宅課まで申

し出られたい。

なお、この告示の日から３０日を経過しても当該宅地建物取引業者

から申出がないときは、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）

�愛媛県告示第９０８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ハローズ飯岡店 西条市飯岡１３８６外 廃棄物等の保管施設の位置
ハローズ棟南東側１
箇所
テナント棟北東側２
箇所

ハローズ棟南東側１
箇所
テナント棟北東側２
箇所

平成２４年
３月６日

平成２３年
７月５日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………６２３
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○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し………………………………６２４

○ 指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等の一部改正…６２４

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………６２４

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………６２５

○ 指定道路の指定……………………………………………………………６２５

公 告

○ 土地（建付地）の売払い…………………………………………………６２６

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………６２７

公営企業公告

○ 県立南宇和病院及び県立新居浜病院の医事システムの借入れ………６２７

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２２８５号 平成２３年７月１９日

平成２３年７月１９日火曜日 第２２８５号

愛 媛 県 報
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第６７条第１項の規定によりその免許を取り消す。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１２号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施

行する。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

一 指定金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

�・� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 主管取扱店

名 称 位 置 取り扱う事務の範囲

省略

伊予銀行東京支

店

東京都中央区日本橋

箱崎町１４番２号

省略

省略

３ 省略

二・三 省略

�愛媛県告示第９１３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

一 指定金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

�・� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 主管取扱店

名 称 位 置 取り扱う事務の範囲

省略

伊予銀行東京支

店

東京都中央区日本橋

通り一丁目６

省略

省略

３ 省略

二・三 省略

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

八第
２９号

八幡浜市古町二丁目３番１号 八幡浜工業高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 八幡浜市古町二丁目３番１号 八幡浜工
業高等学校内

平成２３年７月１２日

改 正 後 改 正 前

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２０）第１３２０６号 平成２０年
８月７日 （株）構造メンテック 安見 和夫 松山市南高井町７５８ 平成２３年

６月３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２１）第１６４９８号 平成２１年
６月１日 アシスト 松島 尚喜 松山市西長戸町４８７－２ 平成２３年

６月３日 内装仕上工事業 建設業の廃止

商号 代表者の氏名 免許番号 免許年月日

有限会社日西不動
産 三 原 富 一 愛媛県知事�

第３１３５号 平成２０年７月３１日
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愛 媛 県 報平成２３年７月１９日 第２２８５号
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�愛媛県告示第９１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年７月１９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�������
�愛媛県告示第９１５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年７月１９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年７月１１日

３ 指定道路の位置

伊予市下吾川字南西原１７３６番１及び１７３７番２

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．３５メートル

� 幅員 ４．００メートル

（般－１９）第１８８９号 平成１９年
１０月３１日 コーエキ（株） 明関 勉 松山市畑寺３－１１－３１ 平成２３年

６月９日

左官工事業
石工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１４７６７号 平成１８年
８月１日 （株）中予ブロック工業 杉本 清数 松山市美沢１－２－３９ 平成２３年

６月１４日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（特－２１）第９９１号 平成２２年
２月３日 吉岡建設（株） 吉岡 敏正 松山市和泉北４－５－１０ 平成２３年

６月１４日

建築工事業
大工工事業
左官工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鉄筋工事業
板金工事業
ガラス工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２１）第１５５９４号 平成２１年
７月２３日 愛媛総合建設業（同） 別宮 獻 松山市鴨川２－１０－１ 平成２３年

６月１６日

土木工事業
石工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１４８２２号 平成１８年
１０月１日 ＴＳＴＭ（株） 野原 功 松山市南吉田町２７９８－５１ 平成２３年

６月２０日
電気工事業
管工事業
機械器具設置工事業

建設業の廃止

（特－２１）第１６５１７号 平成２１年
７月１日 （株）フジセキュリティ 渡部 和司 松山市問屋町２－１ 平成２３年

６月２４日

建築工事業
大工工事業
管工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１３４３６号 平成１８年
７月１日 佐伯ビル管理（株） 佐伯 裕子 松山市千舟町７－１２－１２ 平成２３年

６月２９日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１８）第５１６０号 平成１８年
８月３日 山村建設（株） 村上 耿二 松山市朝生田町１－１１－

３３
平成２３年
６月３０日

土木工事業
建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
内装仕上工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－２２）第３３９０号 平成２２年
７月１４日 （株）戒田商事 戒田 督 松山市森松町１０３２ 平成２３年

６月３０日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１５号

平成２３年７月１１日
伊予市八倉字拂川２６８番３

伊予郡砥部町重光１８４番地１

ファインフラッツⅠ２０１号

松 野 成 博
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愛 媛 県 報平成２３年７月１９日 第２２８５号
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

土 地 建 物
予定価格

所 在 地 地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

西予市宇和町卯之町二丁目６９５番 宅 地 ２１１．６６㎡ 居 宅 鉄筋コンクリートブロッ
ク造陸屋根平家建 ６６．９２㎡ ５，２５０，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２３年７月１９日（火）から８月３０日（火）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２３年８月３０日（火）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問合せ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２３年８月１２日（金）午後１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２３年９月１３日（火）午前１１時

� 入札及び開札の場所

公 告

愛 媛 県 報平成２３年７月１９日 第２２８５号
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西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地

愛媛県西予土木事務所２階会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年７月１９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

県立南宇和病院及び県立新居浜病院の医事システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

県立南宇和病院及び県立新居浜病院の医事システム １式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２３年１１月１日から平成２８年１０月３１日まで

� 借入場所

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３の１

愛媛県立南宇和病院

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

公営企業公告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年５月１９日 特定非営利活動法人国際地雷処
理・地域復興支援の会 高 山 良 二 松山市千舟町７丁目７番地３ 伊

予肥ビル２階
この法人は、カンボジア政府機関のＣＭＡＣ
（カンボジア地雷対策センター）と共同して、
住民による地雷処理活動及び、自立可能な地域
の復興を支援するとともに、相互の友好交流を
促進し、もって平和構築の理念を内外に啓発す
る。
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等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.pref.ehime.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２３年８月１２日（金）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２３年８月２９日（月）か

ら平成２３年８月３０日（火）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、８月３０日は午

後５時００分まで））。

紙入札による場合は、平成２３年８月３０日（火）午後５時００分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２３年８月３１日（水）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成２３年８月１２日（金）午後５時００分までに提出しなければ

ならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

The Account System for Medical Insurance Claim of

Ehime Prefectural Minamiuwa Hospital And Ehime

Prefectural Niihama Hospital, １ set

� Time limit of tender：５：００ p.m., ３０ August ２０１１

� For further information, please contact：Property

Management Section, General Affairs Division, Public

Enterprise Administration Bureau, Ehime Prefectural

Government, ４－４－２ Ichibancho, Matsuyama, Ehime

７９０－８５７０ Japan

TEL ０８９－９１２－２７９４

平成２３年７月１９日 発行
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